
対象となるサービスを運営する全ての事業所に支給する制度にしました。 

週の勤務時間が 30 時間を超える職員の賞与に要する経費を補助します。 

前期：17,000 円×対象職員数(6 月 1 日現在) 

後期：23,000 円×対象職員数(12 月 1 日現在) 

申請書を本市 web サイトからダウンロードいただき、必要事項を記載の上、以下まで郵送又

はご持参願います。 

 

 ※ 申請期間は厳守でお願いします。（郵送の場合は必着）

前期：令和４年６月１日から 

後期：令和４年 12 月１日から 

年２回（７月と翌１月）に分けて法人口座あてにお振込みいたします。 

 

事務担当・送付先（予定）：〒238-8550 横須賀市民生局福祉部福祉施設課（町名番地なし） 

 

新型コロナウイルス感染防止のため、原則、郵送での受付とさせていただきます。ご協力をお願いします。 

（裏面有） 

横須賀市内にある以下のサービス事業所 

施設入所支援 生活介護 自立訓練 就労移行支援 就労継続支援Ａ型・Ｂ型 

検索 

※「横須賀市 職員育成費 障害」で検索願います。 



職員育成費についてのＦＡＱ 

 

Ｑ１．職員育成費の目的は何ですか。 

Ａ１．賞与に補助することで、正規職員の定着を促し、利用者へのサービス向上を図ります。 

 

Ｑ２．この補助金の使途に制限はありますか。 

Ａ２．補助金の「全額を対象職員の賞与に」充当してください。 

 

Ｑ３．補助金を正しく使ったことをどのように確認しますか。 

Ａ３．対象事業所を訪問等し、帳簿・帳票類の確認をさせていただきます。 

 

Ｑ４．申請は法人単位ですか。 

Ａ４．事業所ごとに補助額を算定し、法人でまとめて申請してください。 

 

Ｑ５．補助申請に必要な帳票類をダウンロードできるサイトのＵＲＬを教えてください。 

Ａ５．令和４年５月までに準備し、皆様へ改めてご案内いたします。  

 


